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熊本県告示第３７２号の４  
  相模原市を全国自治宝くじ事務協議会に加えるとともに、全国自治宝くじ事務協議会規
約の一部を変更し、平成２２年４月１日から施行することとしたので、地方自治法（昭和
２２年法律第５７号）第２５２条の６の規定により次のとおり告示する。 
  平成２２年４月１日 
                        熊本県知事 蒲 島 郁 夫 
  全国自治宝くじ事務協議会を設ける地方公共団体に相模原市を加え、これに伴い全国自
治宝くじ事務協議会規約の一部を次のように変更する。 
  第３条第２号中「岡山市」の次に「、相模原市」を加える。 
   附 則 
 この規約は、平成２２年４月１日から施行する。 
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